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③試合中止と延期については、以下に定める。
・ 集合時の風速が 8 ｍ以上の場合は待機とする。
・ 試合中止については、各情報と予報で総合的判断をする。

『第５条：解説』

①　乗船時には、ライフジャケットの着用を義務付ける。安全

上、ジッパー・ストラップ等はきちんと着用し、キルスイッチ

も必ず装着しなければならない。

② -1　走行規制 ( 速度 ) に関するものは恒久的に定義されて

いる区域と、季節や当日の状況によって流動的に設定される区

域があり、基本的にスタートエリア、及び港内はデッドスロー

エリアとされる。

② -2　安定低速走行の定義は、プレーニングできる最低の速

度とする。

② -3　スロー走行の定義はボートのバウ（船首）を上げず、

目安としては 1000 ～ 1500 回転程度をスロー走行とする。

② -4　アイドリング状態での走行をデッドスロー走行とする。

② -5　上記指定エリアでは、追い越しの行為は禁止とする。

但し、前を走行するチームが許可をすればこの限りではない。
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【第６条：スポーツマンシップ】
① W.B.S. のトーナメントに参加する全てのアングラーは、常
にスポーツマンとしての精神を持ち、一般アングラーの模範と
なるべく行動しなければならない。環境保全に努め、他のアン
グラーやトーナメント参加者以外を排除するような行動は慎
み、違反者を見逃さない「正しい態度」を保たなくてはならな
い。正しい態度とは、ルールおよびレギュレーション違反者を
発見した場合、当人に通告を行い、トーナメント終了時までに
本部に報告できることである。

②トーナメント中の携帯電話の使用（通話、メール、SNS への
投稿）は、止むを得ない場合を除き禁止とする。

③トーナメント中のアルコール摂取は禁止とする。

④アングラー同士は、トーナメントの参加・不参加を問わず、
当事者間の了解なく 30m 以内に近づいてはならない。

⑤トーナメントの間は、何人からもアドバイスやアシストを受
けてはならない。

『第６条：解説』

①　違反者を見逃す、通達を怠たるなどの行為が認められた場

合には失格とする。トーナメント中に違反者を発見した場合は、

できる限りその場で本人に通告を行ない、帰着後、速やかに本

部に報告しなければならない。

②　携帯電話使用のやむを得ない場合とは、本部への緊急連絡・
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許可確認・仕事関連・訃報等である。上記以外での携帯電話、

携帯端末の使用は禁止。

③　アルコールに関して、トーナメントに酒気帯び状態での参

加はできない。前日、及び期間中の自己管理を求めるものとす

る。これが明らかな場合は出場停止・失格とする場合もある。

【第７条 タックル及び道具】
①オフィシャルプラクティスデイを含むトーナメントの間は、
ライブベイト及び餌とみなされるものの使用を禁止する。但し、
ポークストリップ・ラインド類は除く。

②ロッドの長さは現状８フィートまでとし、同時に複数のタッ
クルを使用してはならない。

③トローリングは禁止。ドラッギングは可とする。

④ギャフ及びネット類の使用を禁止する。

『第７条：解説』

② -1　使用可能なタックルはルアーのみとし、フライは使用

できない。ルアーの後方にフライを繋ぐ等のリグは禁止とする。

タックル規定に違反すると失格の対象となる。

② -2　現行では８フィートまでだが、変更の可能性がある。

また、置き竿を含む 2 つのタックルを同時に使用すると失格

の対象となる。
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③ -1　ドラッギングの定義は、必ずエレキを使用する事とし

エンジンを使用した場合はトローリングとみなされる。

③ -2　強風や流れ等の理由でエンジンを使用しての釣りも認

められるが、この場合操船者は釣りができないものとする。

④ -1　ランディングネットに関し、鯉やキャットフィッシュ

等に対応する、または安全のために準備・使用することは認め

られる。万一、トーナメントの対象魚であるバスにランディン

グネットを使用した場合、その魚は無効となり、直ちにリリー

スされなくてはならない。これをライブウェルに入れた場合は

失格となる。ギャフは魚種を問わず使用禁止。

【第 8 条：ボート及びモーター】
①ボートは船検に通っていることを前提とし、制限されている
馬力以上のエンジンや、船検切れのものは使用できない。オフィ
シャルプラクティスデイも同様である。

②エンジンの最小馬力は 70 ＨＰとし、船検証・法定備品は確
実に装備され、番号等の法律で定められた貼付物は見やすい場
所へ貼付しなくてはならない。

③ W.B.S. のトーナメントに参加するボートは、規定のコンテ
ストバンドを装着しなければならない。

④トーナメントに参加する全てのボートは、ボート保険に加入
することが義務付けられる。
※車両保険と同じ扱いである。
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⑤スタート前に、オフィシャルによるライブウェルチェックを
受けなければならない。

⑥ルールブック＆別紙マップを所持しなければならない。

『第８条：解説』

① -1　船検証に記載されている馬力以上の装備は禁止である。

また、トーナメントエリアに制限がある場合はこれに従う。

① -2　スタート後に何らかのトラブルが生じて、ボートを交

換する場合は、スタート地点以外ではこれを認めない。

① -3　交換で持ち込んだボートに関して、再度ボートチェッ

クをオフィシャルに申請しなくてはならない。これを怠ると失

格の対象となる。

②　事情により臨航許可である場合でもトーナメント参加は可

能である。この場合臨航許可証を提示する。

③ -1　＜第 5 条＞＜第 6 条＞＜第 11 条＞等を踏まえ、規定

のコンテストバンドを、オフィシャルプラクティスおよびトー

ナメントの間、船体のエンジンに必ず装備しなくてはならない。

コンテストバンドは裏返すと赤色になり、トラブルの発生を周

囲のメンバーに、知らせることができる。

③ -2　意図的にトーナメントの最中に外す行為や、不備があっ

た際には、失格となる場合がある。走行中に誤って紛失した場

合は速やかに本部に連絡をすること。

④ -1　保険に関して、特に種類は問わないが、事故に対する
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損害賠償責任に重きをおいたものを推奨する。事故が起きた際

に本部は、その責任の一切を免責されるものとする。

④ -2　対象となる保険証のコピー類を年に一度、本部に提出

しなくてはならない。提出がなされない場合、トーナメントに

参加できない。

【第９条：ライブウェル】
①基本的には 40 リットル以上の容積のあるライブウェルと、
水を循環させる為のリサーキュレーターの装備が必須である。

『第９条：解説』

① -1　リサーキュレーターは必須であるが、万一故障した場

合、条件を満たした装備での一時的な代用を認める。

① -2　バスを守るために選手は最大限の努力を惜しんではな

らない。

【第 10 条：パートナー】
①パートナーはオフィシャルプラクティスデイ前までに、本部
の厳選なる抽選によって決定される。これはトーナメントの信
頼性の向上、及び不正防止をはかるためであり、アングラー同
士の連帯感や親睦を深めるためである。

②パートナーはチェックアウトからチェックイン、更にウェイ
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インが終了するまで共に行動するものとする。

『第 10 条：解説』

① -1　パートナー抽選は公開制とし、希望者は、抽選の日時、

及び場所を、事前に本部に確認して見学することができる。

① -2　パートナーは、同シーズン中に同じ者が組み合わされ

ることはないが、不意の欠席等の理由によるチームが編成され

た場合はこの限りではない。一度決定したパートナーを交代す

ることはできない。

① -3　組み合わせ発表は、申し込み締め切り後の水曜日とす

る。

②　パートナーの発表後、互いに連絡を密に取り合う必要性が

ある。遅刻・ルール違反等が発生した際は、チーム内両者の責

任になる場合がある。

【第 11 条：立入禁止エリア】
①立入禁止エリアは、ルールブック及び別紙マップにて必ず確
認し、熟知しなくてはならない。

②スタートエリアは基本エリア外とし、イケス、及び漁網等の
禁止区域に関しては、別紙マップに定めるところとする。
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【お願い】
遊漁承認証について

W.B.S. では、メンバー全員に茨城県内での釣りをする場合に於
いて入漁券の購入をお願いしています。各湖沼の漁業組合等で
も購入できますが、W.B.S. で事前購入しますので、お持ちでな
い場合はメール等で事務局までご連絡ください。大会会場等で
お渡しいたします。また、土浦周辺の釣具屋さんで購入出来る
ところもあります。事務局までご確認ください。

船外機使用に関して

バスボートの船外機に関しては、日本国内の法律に則った物を
使用する事とし、霞ヶ浦の自然環境保全、水質浄化、公衆衛生
等を考え、使用する船外機を 4サイクル及び低公害環境配慮
型にすることを推奨します。

船舶保険の加入について

ボートを所有するプロメンバーは、「船舶保険の加入」を義務
づけています。トーナメントがはじまる前に、これらの加入を
済ませ、事務局にそのコピーを提出してください。提出方法は
郵送もしくは FAXにて。期限は２月末までにお願いします。


